
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

  

申請期間 ： 令和６年４月１５日（月）から 

令和６年５月１０日（金）まで 

ＪＲ古賀駅周辺官民連携 

ウォーカブル社会実験補助金 

募集要領 

古賀市 古賀駅周辺開発推進課 
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１．補助金の趣旨 

古賀市では令和元年度に「ウォーカブル推進都市」を宣言し、古賀駅周辺のウォーカブルな空間整

備を段階的に検証しながら進めています。 

本補助金は、古賀駅周辺エリアにおいて、まちの回遊性やオープンスペースの利活用に沿った賑わ

い創出の取組を新たに実施する事業者等に支援を行い、回遊性や滞留性の向上を図り、居心地が良

いまちづくりとなることを目的としています。また、令和５年度から開始したウォーカブル社会実験「古賀

駅前まるごと遊び場プロジェクト」の一環として実施するものです。 

 

２．補助金の交付対象となる者（補助対象者） 

以下に掲げる要件のすべてを満たす者。 

（１） 県内に事業所を設置する中小企業者、小規模事業者、一般社団法人、一般財団法人、公益社

団法人又は公益財団法人であること。 

（２） 市税の滞納がない者。 

（３） 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営んでいない者。 

（４） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に該

当する営業を営んでいない者。 

（５） 日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）大分類Ａに分類される農業若しくは林業

又は大分類Ｂに分類される漁業を営んでいない者。 

（６） 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２の子会社等に該当しない者。 

（７） 中小小売商業振興法（昭和４８年法律第１０１号）第１１条第１項に規定する特定連鎖化事業そ

の他これに類する事業を営んでいない者。 

（８） 公序良俗に反する事業を営んでいない者。 

（９） 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得している者。 

（１０） 同一の事業について、国（独立行政法人を含む。）、県等の公的機関から補助金等の交付を

受けていない、又は受ける予定がない者。 

 

※中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者を

いう。 

※小規模事業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。 

※一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）の規定

により設立された一般社団法人をいう。 

 

３．補助金の対象となる事業（補助対象事業） 

古賀駅周辺エリアにおいて、回遊性や滞留性を高め、ウォーカブルな空間形成を推進していくため

の実証的な事業であって、以下に掲げる要件のすべてを満たす事業が対象です。 
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（１）補助対象者が自ら企画し、かつ、実施するものであること。 

（２）対象区域（別図）で実施されるものであること。 

（３）宗教活動、政治活動又は選挙運動を目的とするものでないこと。 

（４）補助対象者が申請しようとする事業について国又は県等の他の補助金の交付決定若しくは交付

を受け、又は受けようとしている事業でないこと。 

（５）当該事業の実施計画（事業効果予測を含む。）及び収支計画が明確であること。 

 

※ 同一年度に申請できる事業は１申請者につき１事業までです。 

※ 事業は交付決定日以降に着手し、令和７年３月１５日までに終了するものが対象です。 

※ 採択を受けた後で採択を受けた他の補助申請者と一体的に行う事業は対象外となります。 

 

４．補助金の対象となる経費（補助対象経費） 

補助対象事業の実施に要する経費のうち、以下の経費が対象となります。 

科目 内容 

報償費 

外部専門家等に対する謝礼金や事業協力等に対する謝礼として支

払われる経費 

（所得税法に基づき支払いの際に必要に応じて源泉徴収を行い、

かつ、源泉徴収票を発行した場合に限る。） 

原材料費 事業の実施に必要な加工用資材の購入に係る経費 

備品購入費 
事業を行うために必要な物品（ただし、１年以上継続して使用できる

もの）の購入に係る経費 

使用料及び賃借料 施設使用料、機器借上料 

印刷製本費 
事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印

刷製本に関する経費 

役務費 通信運搬費、保険料等 

委託料 
補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に行わせるために必要な経費 

※ 印刷製本費や委託料などは、見積書など算出根拠を示す資料を添付してください。 

 

５．補助金の額等 

補助対象経費に１０分の１０を乗じて得た額（千円未満切捨て）です。補助金の上限額は、８０万円と

し、補助対象者が古賀駅周辺エリアにおいて既に継続して実施している事業の場合は、５０万円です。 

 

※ 既に継続して実施している事業とは、過去に補助対象者自らが企画し、実行したもので、事業 
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の目的及び内容又は性質が同様のものとなります。 

※ 補助金の額は、あらかじめ申請し認められた額の範囲内とし、事業の途中及び終了後の増額

は認められません。 

※ 当初の予定より収入の増額、支出の減額があった場合は、補助金の全部または一部を返還し

ていただく場合があります。 

※ 虚偽の申請その他不正行為をしたときは、決定を取り消し、補助金の全部または一部を返還し

ていただく場合があります。 

 

６．申請方法 

申請方法は次のとおりです。 

（１） 申請期間    令和６年４月１５日（月）～令和６年５月１０日（金） 

（２） 提 出 先    〒811-3192 古賀市駅東 1-1-1 

古賀市役所古賀駅周辺開発推進課 

（３） 提出方法   直接持ち込みまたは郵送（５月１０日消印有効） 

（４） 提出書類 

① ＪＲ古賀駅周辺官民連携ウォーカブル社会実験補助金交付申請書(様式第１号) 

※ 以下は①の添付書類として提出 

② 事業計画書 

③ 収支予算書 

④ 補助対象事業の実施場所及び動線等を示す図面の写し 

⑤ 県内の中小企業者・小規模事業者等と分かる書類 

⑥ 市税に滞納がないことの証明 

 

※ 申請いただいた書類の返却は致しませんのであらかじめご了承ください。 

※ 申請いただいた情報につきましては、ＪＲ古賀駅周辺官民連携ウォーカブル社会実験補助金

に関すること以外には使用しませんが、補助申請者名については、必要に応じ広報紙、市公

式ホームページ等により公表しますので、あらかじめご理解をいただいたうえで申請してくださ

い。 

 

７．交付決定までの流れ 

補助金の交付・不交付の決定までの流れは以下のとおりです。 

（１） 申請書類の精査 （申請書類受付後～５月１７日（金））  

要件の確認や記載内容について、必要に応じて現地調査等により精査します。 

要件を満たしていない場合や内容に不備があれば、申請者に内容の確認や修正のお願いをする

ことがあります。この時点で内容の修正は可能ですが、要件を満たしていないにも関わらず内容の修
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正を希望しない場合はその時点で申請の対象外とします。 

 

（２） 申請書類の審査（５月２２日（金））  

  申請書類の内容について審査会（プレゼンテーション審査）を行い、審査基準に基づき審査を行

います。なお、審査点は１００点満点とし、審査点が６０点を超えない場合は、不採択となります。 

 

※ 市において、スクリーン及びプロジェクターを準備します。これら以外に必要な機器、道具など 

（ＰＣ等を含む）は、補助申請者において準備してください。 

※ 補助申請者の「採択結果」についての理由開示及び異議申し立ては一切受け付けません。 

※ 補助申請者の採択結果は、提出いただいた事業計画に記載のある補助対象経費の全額に対 

して、補助金の交付を確定するものではありません。 

 

（３） 交付決定 （６月上旬）  

申請書類や事業内容等を精査し、採択の可否を決定した後に交付決定を行います。 

交付決定を受けた事業については、申請者名、事業内容及び交付決定額を市公式ホームページ

で公表します。 

 

８．事業の実施 

交付決定を受けた事業について実施してください。事業は交付決定日以降に着手し、令和７年３月１

５日までに終了してください。 

 

※ 交付決定日以後に作成する印刷物等には、本補助金を使用していることが分かる旨を明記し

て下さい。 

※ 事業の実施に必要な備品等（人工芝、机・椅子等）は保管状況に応じて貸出が可能です。予

めご相談ください。 

※ 本補助金は古賀駅前まるごと遊び場プロジェクトの一環として実施するものです。事業の実施

に際して周知・啓発や関連する会議への参加をお願いする場合がございます。 

 

９．実績報告 

補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日、又は補助金の

交付の決定のあった日の属する会計年度の３月１５日のいずれか早い期日までに、下記により実績報

告を行ってください。なお、実績報告の内容は市公式ホームページで公表します。 

（１） 提出書類 

① ＪＲ古賀駅周辺官民連携ウォーカブル社会実験補助金実績報告書（様式第２号）  

※ 以下は①の添付書類として提出 
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② 事業実績書 

③ 収支報告書 

④ 補助事業の支出関係を証明する書類（領収書等）の写し 

⑤ 補助事業の実施状況写真 

 

１０．補助金額の決定及び支払い 

  実績報告書その他の資料等により事業が適正に実施されたことを確認した後、市長が交付すべき

補助金の額を確定します。補助金の支払いを受ける際は、補助金請求書（古賀市補助金交付規則様

式第８号）を提出してください。 

  なお、補助金の支払いは原則として補助金額の確定後（事業完了後）になりますが、何らかの理由

により補助金の支払いを事前に希望する場合は、古賀駅周辺開発推進課へご相談ください。 

 

１１．問合せ・連絡先 

書類の郵送やお問い合わせ等につきましては下記までお願いいたします。 

 

古賀市役所古賀駅周辺開発推進課 

〒811-3192 古賀市駅東 1-1-1 

電話：092-405-3107（直通）  

E メール：ekikaihatsu@city.koga.fukuoka.jp 
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〇 スケジュール 

日にち 項 目 補助申請者 市 

４月１５日（月）～ 

５月１０日（金） 
申請期間 

  

申請書受取後～ 

５月１７日（金） 
書類精査 

  

  ５月２２日（水） 書類審査 

  

6月上旬 交付決定 

  

～令和７年 

３月１５日（土） 
事業実施 

  

補助事業完了の日

から起算して３０日

を経過した日、また

は３月１５日（土）の

いずれか早い期日 

実績報告 

  

令和７年 

５月３０日まで 
補助金交付 

  

 

書類精査 

（必要に応じ修正依頼） 

（決定通知） 

交付額確定 

書類の修正 

交付決定 

交付申請 

補助金交付 

交付請求 

（交付額通知） 

（事業終了後） 

事業実施 

実績報告 

審査会（プレゼンテーション審査） 
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（別図） 

 


